
　平成26年４月以降の消費税率引上げ分に係る地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費

に充てるものとされています。

　令和５年度伊達市一般会計歳入歳出決算書における社会保障施策経費への充当状況については、以下のとおりです。

【歳入】地方消費税交付金（社会保障財源化分）

【歳出】地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

（単位：千円）

3 民生費

1 社会福祉費

1 社会福祉総務費

2 障がい者福祉費

3 老人福祉費　

4 福祉施設管理費

5 国民健康保険特会事業費

6

7 介護保険特会事業費

2 児童福祉費

1 児童福祉総務費　　　　

2 児童措置費

3 ひとり親福祉費

4 児童福祉施設費

5 保育所費

6 国民健康保険特会事業費

7 こども医療給付費

3 生活保護費

1 生活保護総務費

2 生活保護等扶助費

4 国民年金費

1 国民年金費

4 衛生費

1 保健衛生費　　

1 保健衛生総務費

2 国民健康保険特会事業費

3 予防費　

6 健康増進事業費　

7 母子保健事業費

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。
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後期高齢者医療特会事業費 993,282 0 152,912 0 12,880 137,673 689,817
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地方消費税交
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財源化分）

その他

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充当される経費

８３５，８６１千円

１１，６２７，１０６千円

款　項　目
令和５年度
決算額

財源内訳
特定財源 一般財源

国庫支出金 県支出金


